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なんでも行政相談
日　時…１月26日㈮ 午前９時～正午
場　所…漁火センター 第１研修室
行政相談委員…藪 田 由 比 子
※�行政相談は、住民から寄せられた苦情や意見・要望を、住
民と関係行政機関との間に立って、公正・中立な立場から
必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図ります。

※�中止の場合は防災無線で周知します。

　主催 町社会福祉協議会

　　１月17日㈬
山　本　　　弘
鳴　海　　　晃

相談場所…役場相談室２　
相談時間…午前９時～正午

相談に来られる人は、庁舎西側出入り口をご利用ください。

　冬期間は気温の低下により水道管の凍結や破損
が予想されます。水道が凍結すると、水が出なく
なるばかりではなく、修理の費用がかかります。
外気温がマイナス４℃以下になったときや「真冬
日」（１日中外気温が氷点下の日）が続いたとき、
おやすみ前や旅行などで家を留守にするなど、長
時間水道を使用しないときなどは特に注意が必要
です。
　凍結修理は、次の協会または指定給水装置工事
事業者にご依頼ください。
〇中里地域…中泊町管工事業協会事務局 
　　㈱竹内組内　担当 秋元 ☎080－2365－0775
〇小泊地域…㈲長谷川水道　　☎64－2202
　　　　　　㈲マルミ工業社　☎64－3577
〇近隣の指定給水装置工事事業者
　　　　　　㈲太陽鈴木設備工事　☎57－4976
　　　　　　㈲豊金工業　　　☎53－2201
　　　　　　㈲山中水道　　　☎53－2827
　　　　　　㈱ナルキ工業　　☎52－3517
※ 修理費用は、お客さまと指定給水装置工事事業

者の間で取り決めていただくことになります。

　エネルギー・食品価格などの物価高騰の影響を
受けた町民の生活や地域経済活動を支援するため、
令和６年１月検針分から３月検針分までの３か月
間の水道料金の基本料金を減免します。今回の減
免は、お客様からの申込み手続きは必要ありませ
ん。なお、収入が大幅に減少したなどの事情によ
り、一時的に水道料金の支払いが困難な場合にお
ける、支払期限の延長や分割支払いなどの相談は
引き続き承ります。

　中泊町の国民健康保険加入者が交通事故や暴力
行為などの第三者（自分以外）の行為によってケガ
をした場合でも届出をすることで保険証を使用す
ることができます。この場合、本来は加害者が負
担すべき医療費を、一時的に町で立て替えて支払
い、あとから加害者に請求します。
　加害者への請求を行うためには被保険者からの
届出が必要となるので、第三者行為で保険証を使
う場合は必ず届出をしてください。

・ 「除排雪業者を紹介します」の記事で、五林・宮
川地区、芦野地区、今泉・薄市・下高根地区の
業者名と連絡先に誤りがありました。お詫びし
て訂正させていただきます。

誤：五林・宮川地区 ㈱竹内組　　☎（57）2705
　　芦野地区　　 ㈱三上建設　☎（57）4040
　　今泉・薄市・下高根地区 ㈱青海建設　☎（69）3030
正：五林・宮川地区� ㈱三上建設　☎（57）4040
　　芦野地区　　　� ㈱竹内組　　☎（57）2705
　　今泉・薄市・下高根地区�㈱青海建設　☎（69）3033

・ 「令和５年度上期　中泊町財政状況」の記事で、
「町有財産の状況」内「基金・積立金」の金額
に誤りがありました。お詫びして訂正させてい
ただきます。

誤：1,575,403千円 （債権500,000千円を含む）
正：4,118,504千円 （債権500,000千円を含む）

水道管の凍結にご注意を‼原油価格・物価高騰などの影響
を踏まえた水道料金の減免措置

交通事故などにあったとき（第三者行為）

12月号掲載記事内容の訂正とお詫び

問  上下水道課工務係 ☎  57－2350

問  上下水道課庶務係 ☎  57－2350

問  町民課国保年金係 内  1316

問  環境整備課土木係 内  1914

問  税務会計課 内  1013



HOT INFORMATION　　町からのお知らせ

広報なかどまり 12

N
AKAD

O
M
ARI PU

BLIC RELATIO
N
S　
JAN
 2024.

■ 「価格高騰重点支援給付金（追加分）１世帯あたり７万円」は、エネルギー、物
価高騰などの影響を受ける令和５年度町民税均等割が非課税の世帯を支援する
給付金です。

■給付金額……１世帯あたり７万円
■対 象 者
　　 令和５年12月１日（基準日）において、町に住民登録があり、令和５年度町

民税均等割が非課税の世帯
　　※�ただし、住民税が課税されている人から扶養されている人のみの世帯は対

象外となります。
■支給方法……①プッシュ方式、②確認書方式、③申請方式

■ 支給対象者であり、前回実施した価格高騰緊急支援給付金（３万円）などを受給
し、口座情報の確認ができる世帯。

■町から給付金支給のお知らせが12月27日以降に届きます。
■ 口座変更や受取拒否がなければ、手続き不要です。（お知らせに記載した指定日
で支給します）

　※口座変更、受取拒否の期限は、お知らせ内に記載しております。

■支給対象であるが、①を除く世帯。
■ 町から12月27日以降に届く確認書に、必要事項を記入をし、身分証明書写し
（マイナンバーカード、運転免許証など）、口座情報写し（キャッシュカード、
通帳）を郵送、または窓口に提出してください。

■確認後、振込日を記載した決定通知書により支給します。

■ 基準日に町に住民登録はあるが、他市町村が発行する証明書で令和５年度分の
住民税均等割が非課税であることが確認できる世帯。

■ 申請書（町ホームページ、窓口設置）、他市町村の課税証明書写し、身分証明書
写し、口座情報写しを郵送または窓口で提出してください。

■町で審査後、振込日を記載した通知書により支給します。

令和５年度住民税均等割が非課税の世帯の皆さまへご案内
価格高騰重点支援給付金（追加分７万円）のご案内

問  福祉課福祉係 内  1514

※�本給付金をかたった「振り込め詐欺」や個人情報の搾取にご注意ください！　国県市町村などをかたる
不審電話や郵便があった場合は、警察や町にご連絡ください。

①プッシュ方式の世帯 （１月19日から順次支給）

②確認書方式の世帯 （提出期限２月29日）

③申請方式の世帯 （申請期限２月29日）
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　令和４年８月の大雨で崩落した中泊町一般
廃棄物最終処分場の管理用道路ですが、現在、
今年度末完成に向けて復旧工事を行っており
ます。
　不燃ごみ自主搬入の代替（役場駐車場内で
回収）ですが、引き続き次のとおり回収を行
います。

【注意事項】
　○当日は搬入許可証を持参してください。
　 ○対象は、中泊町一般廃棄物最終処分場に

搬入できるものです。
　 ※くわしくは、町家庭用ごみ分けガイドを

参照してください。
　 ○指定した日時および場所以外での回収は

行いません。
　※置いていった場合は不法投棄となります。
　 ○当日は混雑が予想されますので、係員の

指示に従いましょう。
　町民の皆さまには大変ご迷惑お掛けしてい
ます。復旧工事が終わりましたら改めて皆さ
まにお知らせします。

交通事故などにあったとき
　交通事故や暴力など、第三者（自分以外の
人）の行為によって負傷され、被保険者証を
使って治療を受けたときは、必ずお住まいの
市町村へ届出をお願いします。また、自損事
故の場合や、業務中の事故で労災が適用され
ない場合にも届出が必要です。
　くわしくは、お住まいの市町村または青森
県後期高齢者医療広域連合（☎017－721－
3821）までお問合せください。

　町民課では、休日と平日夜間のマイナンバーカード交
付申請などの専用窓口を開設します。２月の開設日は次
のとおりです。平日開庁時間内に来庁するのが困難な方
は、ぜひこの機会をご活用ください。
〈日時〉〈平日夜間〉　２月14日㈬
　　　　　　　　　　午後５時15分から午後７時まで
　　 　〈休　日〉　　２月25日㈰
　　　　　　　　　　午前８時30分から正午まで
〈場所〉町民課
　　※ 支所の開庁はありませんのでご注意ください。
〈来庁する際に持参していただくもの〉
【カードの受け取りをする方】
　・ 本人確認書類（くわしくは次の※をご覧ください）
　・交付通知書のハガキ
　・通知カード（お持ちの方のみ）
【カードの申請をする方】
　・ 本人確認書類（くわしくは次の※をご覧ください）
　・通知カード（お持ちの方のみ）
【電子証明書の更新・券面記載事項変更をする方】
　・マイナンバーカード
　・暗証番号記載票
【暗証番号の再設定をする方】
　・マイナンバーカード
※本人確認書類
　Ａのうち１点。Ａをお持ちでない方はＢを２点（必ず
原本）ご持参ください。
　Ａ… 運転免許証・運転経歴証明書（平成24年４月１日

以降に発行されたものに限る）
　　　 パスポート・身体障害者手帳・住基カード（写真

付き）・在留カードなど
　Ｂ… 保険証・年金手帳・医療受給者証・介護保険証・

学生証など
　窓口には本人が必要書類をご持参ください。15歳未
満の人が手続きされる場合は、親権者の同行が必要です。
カード受取りの場合は親権者の方も本人確認書類をご持
参ください。
　ご本人が病気・身体の障害などのやむを得ない事情に
より来庁が難しく、代理での受取りを希望される場合は
別途書類が必要となりますので町民課までご連絡ください。
※ 臨時窓口はマイナンバーカード専用の窓口となります。

住民票などの発行や住所異動の手続きはできません。
※ 小泊支所の臨時窓口開設はありません。小泊地域に住
民登録があり、カードの受取りを希望される方は必ず
事前に町民課か小泊支所まで連絡のうえ、ご来庁くだ
さい。

日　時 時　間 場　所
１月25日㈭

午前９時～
午前11時30分

役場駐車場２月29日㈭

３月28日㈭

不燃ごみの自主搬入

後期高齢者医療被保険者
のみなさまへ

マイナンバーカード
休日・夜間臨時窓口の実施 問  環境整備課衛生係 内  1915

問  町民課国保年金係 内  1314

問  町民課戸籍住民係 内  1313
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申告期間…令和６年２月14日㈬～３月15日㈮
　令和５年分所得の申告相談を行います。この
申告結果は、町民税・県民税額を決定するだけ
でなく、国民健康保険税や介護保険料、後期高
齢者医療保険料などの賦課資料となります。町
民税・県民税の申告が必要な方は、申告相談の
日程および申告に必要な書類を確認の上、期間
内に会場へお越しください。
　申告日程・会場、申告相談に必要な書類など
くわしくは、同時配布のチラシ「令和６年度（令
和５年分）町民税・県民税申告相談のお知らせ」
をご覧ください。

　大韓航空の青森・ソウル線が令和６年１月
20日㈯から運航を再開します。
【運航開始日】令和６年１月20日㈯から
【ダイヤ】　週３便（火、木、土）運航
　　　仁川発 10：30 → 青森着 12：50
　　　青森発 13：55 → 仁川着 16：55
【運航機材】B737－8（146席）
　 　３年10か月ぶりの再会となり、心待ちに

していた方も多いと思います。直行便で行き
やすくなった韓国で、グルメや観光など満喫
してみてはいかがでしょうか。

　 　仁川空港は世界各地への路線を持つハブ空
港です。ぜひ、韓国をはじめ世界各地へのご
旅行などでご利用ください。

○青森県庁ＨＰ「青森・ソウル線関連情報」
　https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/
　kikaku/kotsu/beyondseoul_2020.html

　土地および家屋以外の事業用の有形固定資産
で、その減価償却費が所得（法人）税法上必要経
費とされるものは、償却資産として固定資産税
の対象となります。ただし、自動車税種別割ま
たは軽自動車税種別割を課税されている自動車
などは除きます。
　償却資産を所有している人は、多少にかかわ
らず１月１日現在の状況を１月31日㈬までに
申告してください。申告用紙は、前年度に申告
のあった人には郵送しますが、新たに償却資産
を取得し、申告用紙がない場合や、申告用紙の
記載方法などのくわしい内容はお問合せください。

　町では指定管理者制度を導入している次の施設
の指定期間満了に伴い、令和６年４月１日からの
指定管理者を募集します。指定管理者制度の趣旨
や施設ごとの設置目的を理解いただき、効果的、
効率的に管理運営を行うことができる団体を募集
いたします。
《対象施設》

《募集要項》
　施設および業務内容のほか、申込資格や提出書
類など具体的な内容は募集要項に記載します。募
集要項は希望者のみへの配布とし、上の表内の担
当課で行いますのでお問合せください。
《募集要項の配布・申請の受付》
　　※土日・祝日を除く
〇配布時期…令和６年１月11日㈭～１月22日㈪
　　　　　　配布希望者に限ります。
〇受付期間…令和６年１月11日㈭～１月29日㈪
　　　　　　期日厳守とします。
※ 申請資格や提出書類などは、必ず募集要項を確

認してください。

　の納期限です。忘れずに納めましょう。
※ 口座振替をされている人の引き落とし日は、
　１月25日㈭です。残高をご確認ください。
※ 町税の納付は、便利で安心確実な口座振替をご利

用ください。　
問  税務会計課庶務徴収係 内  1215・1216

１月31日は
国民健康保険税　７期

№ 施設名称 所在地 担当課 問合せ先

１
中泊町小説

「津軽」の像
記念館

小泊 教育課 内1924

２

中泊町農産物
加工販売施設
中泊町農村活

性化施設

中里 農政課 内1815

町民税・県民税申告相談
が始まります

大韓航空 青森・ソウル線の
運航再開決定‼

問  税務会計課課税係 内  1212

償却資産の申告は１月31日まで
問  税務会計課課税係 内  1213

指定管理者の募集
問  総務課行政係 内  2015
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　マイナンバーカードを持つとこんなことができ
ます！
　①保険証として利用できる
　② 限度額認定証がなくても医療費の請求が安く

なる
　③ 自身の薬剤情報、特定健診情報などが見られる
　マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の
方法でマイナンバーカードの取得申請をすること
ができます。
１．スマートフォンによるオンライン申請
　 【 必要なもの】オンライン申請用QRコード、ス

マートフォン、顔写真データ
　※ スマートフォンで申請する方

は右のQRコードから申請し
てください。

２．パソコンによる申請
　 【 必要なもの】
　　 申請用ID（申請用WEBサイトから）、パソコン、

顔写真データ
３．郵便による申請
　 【 必要なもの】
　　交付申請書、顔写真、封筒
４．�マイナンバーカード申請に対応している、ま
ちなかの証明写真機からの申請

　 【 必要なもの】オンライン申請用QRコード、証
明写真用の代金

　申請後、審査を経て、概ね１ヶ月ほどでお手元
に交付通知書（はがき）が届きますので、町民課窓
口または支所にてマイナンバーカードをお受け取
りください。なお、受取の際は、通知カード、交
付通知書、本人確認書類（運転免許証など）を持参
してください。

　マイナンバーカードの疑問や紛失の際のお問合
せは次まで
〇マイナンバーカード総合フリーダイヤル
　　℡0120－95－0178
　 　音声ガイダンスでご案内します。（ガイダンス

の途中でも番号は押せます）
・マイナンバーカードの交付申請 ⇒ １ → １
・健康保険証利用の申込み ⇒ ４ → ２
〇受付時間
　平　日……午前９時30分～午後８時00分
　土日祝日…午前９時30分～午後５時30分

　要介護認定（要介護１以上）を受けている65歳以
上の人で、身体の障害または認知症の状態が障害者
に準ずると町長が認定した人は、確定申告および住
民税申告の際に障害者控除の対象となります。
〈�注意〉所得税または町県民税が非課税の方は、申
請する必要はありません。

【対象となる方】
　認定基準日において、次の条件を満たす人が対象です。
⑴�中泊町に住所を有する65歳以上の人(当該年12
月31日時点で住民登録がある）
⑵�身体または認知症の状態が中泊町で定める【認定
の基準】に該当する人
⑶�障害者手帳などの交付を受けてない人
　＊ ただし、障害者の認定から特別障害者の認定に

なる場合は対象になります。
⑷�当該年の途中で死亡した人は、死亡した日に認定
の有効期限がある人

【認定の基準】

【申請方法及び申請に必要なもの】
⑴申請方法
　 　福祉課介護保険係および支所住民係に「障害者

控除対象者認定申請書」がありますので、必要事
項を記入し提出してください。「障害者控除対象
者認定申請書」は町ホームページからもダウンロ
ードできます。また、郵送での交付を希望される
人は、問合せ先まで。
⑵申請に必要なもの
・申請者の印鑑
・対象者の介護保険被保険者証（写し可）
・ 家族などが申請者である場合、身分を証明する書

類（運転免許証など）

 控除額：所得税27万円、住民税26万円

障
害
者

⑴ 知的障害者
　（軽度・中度）に準ず

要介護 １以上
認知症高齢者の日常生活
自立度ランク Ⅱa，Ⅱb

⑵ 身体障害者
　（３級～６級）に準ず

要介護 １以上
障害高齢者の日常生活自
立度ランク A1，A2

 控除額：所得税40万円、住民税30万円

特
別
障
害
者

⑴ 知的障害者
　（重度）に準ず

要介護 ４以上
認知症高齢者の日常生活
自立度ランク Ⅲa，Ⅲｂ，
Ⅳ，M

⑵ 身体障害者
　（１級～２級）に準ず

要介護 ４以上
障害高齢者の日常生活自
立度ランク B１，B２，
C1，C２

⑶ 常に就床を要し、複雑
な介護を要する者

国保加入者の皆様へ 障害者控除対象者認定書
問  マイナンバー総合フリーダイヤル ☎  0120－95－0178
問  町民課国保年金係 内  1316 問  福祉課介護保険係 内  1513
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　五所川原地区消防事務組合では、火災など
の災害が発生した際に、テレホンサービスに
より災害情報などを発信しています。
　令和６年１月１日から、火災情報テレホン
の案内番号が変更になります。
　◎新電話番号　050－5536－7069
　また、119番は緊急通報用の回線となって
おります。119番で災害情報の案内は行って
おりませんので、おかけにならないようにお
願いします。

　自転車用ヘルメットの購入を忘れていませ
んか？

　町では、児童生徒の命を守る取り組みの一
環として、ヘルメット購入費用を助成してい
ます。
　小学校５年生から高校３年生までは、今年
度限りですので、申請をお忘れなく！
　申請は、こちらのQRコードから！

助成期間
　令和５年４月１日から
　令和６年２月29日まで

　詳しい内容はホームページをご覧ください。

　日本の食品ロス（平成28年度）は年間約
643万トン。１人１日当たり、茶わん約１杯
分のご飯の量（約139グラム）に相当します。
そのうち外食産業の食品ロスは、年間約133
万トン。特に宴会料理は、約７皿に１皿が食
べ残しで廃棄されています。
　宴会における大量の食品ロスを減らすため、
最初の30分と最後の10分にみんなで食べる
時間を設けましょう。

　東北森林管理局では、国有林野の管理経営
に皆さまの声を役立てていくため、モニター
を募集しています。

　応募資格、応募方法など、くわしくは東北
森林管理局ＨＰをご覧いただくか、問合せ先
まで。

募集
人員

48名程度
※ 各地域内の人数および年齢・男女

比などの均衡を図るため、最終的
な人数と前後することがあります。

募集
期間

令和６年２月16日㈮まで
※当日必着

任期 令和６年４月１日から２年間

内容 アンケートへの回答、現地見学会、
国有林モニター会議への出席など

消防テレホンサービスの
電話番号が変更に！

中泊町自転車用ヘルメット
購入費助成金交付

3010運動で食品ロス削減！令和６・７年度
国有林モニターの募集

問  五所川原地区消防事務組合消防本部指令課
☎  35－2027 内  1049

問  県環境生活部環境政策課 ☎  017－734－9249

問  東北森林管理局企画調整課国有林モニター担当
☎  018－836－2228

問  教育委員会学校教育係 内  1934
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図 書館情報

○一般・テーマ
　　《2023年ベスト20》
　 　読まれる本には理由がある⁈　町図書館で年

間を通して人気だった本ベスト20を集めまし
た！
○児童・テーマ
　　《冬の絵本》
　 　冬にぴったりの絵本を集めました。

『星を編む』  凪良　ゆう/著　講 談 社
『わたしに会いたい』  西　加奈子/著　集 英 社
『夜明けのはざま』  町田そのこ/著　ポプラ社 
『戦国女刑事』  横関　　大/著　小 学 館 
『山ぎは少し明かりて』  辻堂　ゆめ/著　小 学 館 

『ラーメンがすきすぎて』  田中六大/絵　Gakken
『ゆうぐれ』  平岡　瞳/作　小 学 館 
『どんなくるまにのるのでしょう？』
  鈴木まもる/作　小峰書店 
『みかんのおひめさま』  真珠まりこ/作　ほるぷ出版
『ノラネコぐんだんぺこぺこキャンプ』
  工藤ノリコ/作　白 泉 社 

〈お正月飾りを作ろう！〉
　12月２日㈯総合文化センターパルナス２階研
修室で、「お正月飾りを作ろう！」イベントを開
催しました。初めての方から経験者まで、17名
の方が参加し、和気あいあいとお正月飾り作りを
楽しみました。
　昨年も参加者した方は手慣れた様子で「すげ」
を編み、初めての方は試行錯誤しながらも講師の
丁寧な説明を受け、オリジナルのお正月飾りを完
成させました。終始とても和やかな雰囲気で、「ま
た来年が楽しみだね」と参加者全員で声をかけあ
ってお開きとなりました。

　中央公民館では、一年間、皆さまのご守護をい
ただいたお札・お守り・破魔矢・しめ飾り・門松
などのお正月飾りを、お祓いの後で天火として昇
神させ、無病息災・五穀豊穣を祈願する「どんと
焼き」を開催します。
◆日　時…１月13日㈯　午前10時祈祷
　※ 受付は、当日午前８時30分から10時まで（時

間厳守のこと） ただし、強風など悪天候の場
合は中止となる場合があります。

◆場　所…町運動公園第３駐車場
◆持参にあたっての注意事項
　・ 正月飾りや神符・縁起物などから、プラスチ

ックなどの化学製品・塩化ビニール製品は必
ず取り外した上でご持参ください。空きビ
ン・餅・ミカンなどは燃えませんので絶対に
出さないでください。

　２月といえばバレンタイン！　大切な人や家族、
友人そして自分へ手作りスイーツの「贈り物」を
作ったらきっと喜ぶはず！
　栄養士さんがチョコレートや焼き菓子などおい
しくできるコツを教えてくれるから安心です。
◆日時…２月10日㈯　午前10時～正午
◆場所…中央公民館大広間
◆対象…小学生とその家族
◆定員…10組（先着順、お子様と保護者様で１組）
　　　　※お子様だけのご参加は遠慮ください。
◆参加費…１組1,000円（当日徴収）
◆準備物… エプロン、三角巾、ハンドタオル、マ

スク
◆締切… ２月２日㈮までに、中央公民館までご連

絡ください。

今月のMiniコレクション

新刊情報   [一般 ]

新刊情報   [児童 ]

問  総合文化センター「パルナス」 ☎  69－1111

話　　　題

「どんと焼き」開催‼ お菓子づくり体験教室
問  中央公民館 ☎  57－2341 問  中央公民館 ☎  57－2341


